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いわき労働基準監督署 署長室からのお知らせ

署長室よりいわきAliosを望む（R03.7撮影）

◎ 資料等、自由にご利用ください
◎ 記事の要望や感想をお待ちしています！
（いわき労働基準協会までお寄せください）

第７２回全国労働衛生週間（10月１日～７日）
週間スローガン 向き合おう！こころとからだの 健康管理
副スローガン うつらぬうつさぬルールとともに みんなで守る健康職場

重点事項 〇過重労働による健康障害防止 〇メンタルヘルス対策の推進
〇新型コロナウイルス感染拡大防止 〇高年齢労働者の健康づくり
〇化学物質による健康障害防止 〇石綿による健康障害防止
〇受動喫煙防止 〇治療と仕事の両立支援
〇熱中症予防対策 〇テレワークの健康確保

重点事項の取り組み状況について、再点検をお願いします！

10月1日から福島県最低賃金が引き上げられます（資料参照）

時間額800円⇒ 828円
パート・学生アルバイトにも適用されます
業務改善助成金を活用しましょう（👈クリック）

業務改善助成金は、生産性を向上させ事業場内で最も低い賃金（事業場内最低賃金）の引き上
げを図る中小企業・小規模事業者を支援する助成金です。
設備投資などを行った場合、支給の要件に応じてその費用の一部を助成します。

労働災害多発注意報発令中
STOP！転倒災害

職場の感染防止

墜落・転落災害防止

熱中症予防

ご注意ください！あと１週間です
福島県最低賃金が引き上げられます

10月1日から 時間額８００円 ⇒ ８２８円

剥離剤による災害（飛散し眼に入る）が発生しました
いわき市内の設備工事現場において、剥離剤を用いてボルトに付着した塗装を
剥離後、剥離剤が付着したままでインパクトレンチを用いてボルトをゆるめた
ところ、剥離剤が飛散し眼に入る災害が発生しました。
被災者は、保護メガネを使用していませんでした。
本紙第９号でお知らせしたとおり、剥離剤を使用する場合は、容器ラベルの表

示確認及びＳＤＳを入手し、その記載に基づいたばく露防止・保護措置（呼吸用
保護具、保護眼鏡、保護衣など）を講じることが求められています。
第９号添付のリーフレットを再掲します。剥離剤の安全な使用をお願いします。

いわき市「まん延防止等重点措置」期間中(～9/30）です
職場の感染防止を徹底し、クラスターを防止しましょう

職場の感染防止対策５つのポイント チェックリスト（pdf版）(Excel版)

イメージ図（職
場のあんぜんサ
イトから引用）

https://www.jisha.or.jp/campaign/eisei/index.html
http://www.saiteichingin.info/
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
https://www.mhlw.go.jp/content/000778104.pdf
http://www.city.iwaki.lg.jp/www/contents/1582261344207/index.html#まん延防止
https://www.mhlw.go.jp/content/000805544.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000657665.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000786605.xlsx
https://anzeninfo.mhlw.go.jp/





